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 各関係団体・事業者の皆様 

 

北海道知事 鈴木 直道 

 

「北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第 45回本部会議」に 

おける決定事項について（通知） 

新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃より、格別の御理解、御

協力をいただき、感謝を申し上げます。 

本日、国においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「まん

延防止等重点措置」を実施する区域として、新たに東京都、京都府及び沖縄県を

追加することを決定しました。これを受けて、道としては、「感染の再拡大防止

に向けて」を一部改訂し、道民の皆様に対して、不要不急の往来を控える「まん

延防止等重点措置」を実施すべき区域を含む都府県に、東京都、京都府及び沖縄

県を追加することといたしました。 

つきましては、貴団体・事業者の皆様におかれましても、この度の道の決定内

容について、御理解、御協力をいただくとともに、引き続き、感染の拡大防止に

向けて、札幌市における感染リスクを回避できない場合の外出・往来の自粛はも

とより、マスクの着用や手指の消毒などの基本的な感染防止行動の実践や感染

リスクが高いとされる飲食の場面における感染防止対策などについても、改め

て、徹底いただきますよう、よろしくお願いします。 

記 

○ 感染の再拡大防止に向けて（令和３年４月９日改訂） 

～ 別添「資料２」のとおり 
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